
近 畿 地 方 整 備 局

配布日時 平成２０年２月１２日

資 料 配 布 １４：００

第5回 日本風景街道近畿地区研究会の開催！！件 名

第５回 日本風景街道近畿地区研究会をＨ２０年２月１４日にプリ
ムローズ大阪で開催します。概 要

昨年の１１月１４日に近畿風景街道協議会で近畿の風景街道が１５

ルート登録されています。

今回の研究会では、風景街道の取り組みを活性化する方策等につい

て議論します。

テレビ・ラジオ：

取 り 扱 い

新 聞：

近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ

配 布 場 所

近畿地方整備局

問い合わせ先 道路部 計画調整課 課長 田中 貢

電話：０６－６９４２－１１４１（内線 ４３１１）

０６－６９４７－７４４０（夜間）



「第５回日本風景街道近畿地区研究会」の開催について

概 要

第５回日本風景街道近畿地区研究会を下記のとおり開催します。

今回の研究会では、風景街道の取り組みの活性化や広報のあり方等の方策

について議論します。

（参考）

日本風景街道の取り組みにあたっては、平成１９年４月「日本風景街道の実

現に向けて」が国土交通大臣に提言されました。

これに基づき、全国各地の道を舞台とした様々な活動に対してできる限り門

戸を広げることにより、多種多様な風景街道を実現し、また日本風景街道を国

民的な活動として全国に展開することを目的に、平成１９年９月１０日より全

国で風景街道の登録申請の受付を開始し、近畿では平成１９年１１月１４日に

の風景街道を登録しています。１５ルート

日 時 ：平成２０年２月１４日（水） １４：００～１６：００

場 所 ：プリムローズ大阪 鳳凰（東）の間 ［詳細は別紙の通り］

大阪市中央区大手前１－７－３１

ＴＥＬ：０６－６９４１－１２３２

１）委員の構成について議 事 ：

２）協議会との関係・位置付けについて

３）本年度の風景街道の取り組み経緯について

４）登録ルートの確認

５）本年度・次年度の取り組みについて

６）利用可能メニューについて

その他

・研究会の会場での報道関係者の取材は可能です。ただし、議事を円滑に進行

するため、会議中の移動、会場への出入りはお控えいただくようお願いします。

また、撮影は頭撮りのみとさせていただきます。

・会議資料については、当日会場にて配布します。

・会議終了後、会議資料は近畿地方整備局ホームページに掲載します。

http://www.kkr.mlit.go.jp/road/kaidou/index.html

・なお、一般の方の傍聴については、研究会の会場に用意しています。ただし、傍聴

者多数の場合は、立席となる場合や傍聴をご遠慮願う場合があります。



別紙

地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」駅下車1B出口より徒歩約1分

プリムローズ 大阪



研究会の構成

会長

宗田 好史 京都府立大学 准教授

桑田 政美 京都嵯峨芸術大学 教授

井戸 智樹 歴史街道推進協議会

事務局長代行兼総合プロデューサ

上村 多恵子 関西経済同友会 幹事

竹本 昌嗣 ㈱JTB西日本 営業開発担当課長

福田 保 大阪府 都市整備部長

宮地 淳夫 近畿地方整備局 道路部長

山田 哲也 近畿地方整備局 道路調査官

（敬称略、順不同）





＜近畿における日本風景街道の枠組み＞
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近畿風景街道協議会

全国的な観
点での支援

評価
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※地方ブロック毎に設置

※「風景街道」毎に設置

※近畿独自で設置●登録条件

①風景街道パートナーシップが組織されていること
注）暴力団その他の反社会的活動を行う団体
は除外すること

②日本風景街道の地域資源のうち、いずれか一つ
以上の資源を、申請している「風景街道」に有して
いること

③風景街道パートナーシップが日本風景街道の
理念に賛同し、それらに合致した活動を継続的
に実施していること
注）特定の政治的及び宗教的信条にもとづく
活動を行わないこと

④申請している「風景街道」に「中心となる道路」が
存在していること

⑤申請している「風景街道」の全区間または一部区
間が、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県のいずれかに位置していること

【近畿風景街道協議会】（計17名）
ルートの登録事務やパートナーシップの活動

支援を実施する。

宗田 好史 京都府立大学 准教授

桑田 政美 京都嵯峨芸術大学 教授

栗山 和郎 （社）関西経済連合会 理事

小林 守 （社）日本観光協会

関西支部 事務局長

府県政令市の土木担当部長

近畿地方整備局 道路部長、道路調査官

日本風景街道

近畿地区研究会

【日本風景街道近畿地区研究会】（計8名）
協議会及びパートナーシップに対し、コンセプト

づくりや取組み活性化方策について助言する。

宗田 好史 京都府立大学 准教授

桑田 政美 京都嵯峨芸術大学 教授

井戸 智樹 歴史街道推進協議会

総合プロデューサ

上村 多恵子 関西経済同友会 幹事

竹本 昌嗣 ㈱JTB西日本 営業開発担当課長

府県政令市の土木担当部長（１年順送）

近畿地方整備局 道路部長、道路調査官

※全国に一機関
２～３年後を目途に設置

地方整備局等



●日本風景街道とは

●日本風景街道の取り組みとは

地域ならではの風景や自然、歴史、文化などの資源を活かして、訪れる人をもてなし、

よろこびや感動をもたらす。地域や道路の魅力の再発見、再構築によって地域の

活性化と美しい道づくりを目指す取り組み、それが「日本風景街道」です。

①地域資源の発掘・・・・・・・・・・・・埋もれている古道や歴史的建物を活かす

②景観・自然を楽しむ場づくり・・・いい風景でもてなす舞台づくり

③祭り・イベントの実施・・・・・・・・・楽しむ場、交流の場として道路を活用

④景観・環境の改善・・・・・・・・・・・標識、看板などの改善、沿道環境の維持管理 など

＊訪れる人と迎える人の交流が生まれる道へ。幹線道路から地方道、古道に至るまで、その沿道を

も含め、クルマ、自転車、歩き、それぞれのよさを活かした交流の舞台づくりを進めます。

道や街を美しく、地域を元気にする、それが「日本風景街道」。



○道やまちを、美しく甦らせます。

○ドライブを、まち歩きを、楽しくします。

○地域の活気を生み出します。

○新しい道路空間を生み出します。

○地域の景観、自然、歴史、文化などの資源を活かして

地域の活性化、観光の振興を図ります。

○日本の美しさ、魅力を発見、創出し、郷土愛を育み、

日本文化の再興に結びつけます。

●日本風景街道の狙い ●日本風景街道の目標

多くの地域の参画、広がりを通して、世界に発信できる

質の高い風景の形成を目指し、世界ブランドと呼べる

「風景街道」の創造をめざしたい。

地域の元気は、日本の元気。「日本風景街道」を世界ブランドに。



道を舞台にしたイベントを楽しむ

美しい風景を楽しめる道路をドライブ

里山体験 美しい景観を眺めるビューポイントで記念撮影

宿場町を散策

オープンカフェで街の賑わいを楽しむ

郷土料理を堪能

人を招き、もてなし、喜ばす、魅力ある地域へ。

緑陰や並木のある道路での散策


